
　

★地域協議会だより★  Ｒ元年度 №２ 

令和元年９月１０日発行 

令和元年度第２回地域協議会は、７月１７日（水）午後２時から二ツ井町庁舎２階大会議室で開催され

ました。案件は、「二ツ井地域のし尿汲み取り料金の改正について」、「二ツ井町納税貯蓄組合補助金の

廃止について」、「行政協力員・町内会長の特別職非常勤職員の廃止及び自治会・町内会の支援制度の

統一について」、「地域自治区に関する庁内検討会議の設置について」の４件でした。概要は、次のとおり。 

【市側説明】 
  二ツ井地域のし尿は、現在、北秋田市周辺衛生施設

組合の米代流域衛生センター（所在地：北秋田市脇

神）に搬入していますが、同組合が今年度末で解散さ

れることに伴い、来年度からは中央衛生処理場（所在

地：能代市河戸川）で処理することになります。  
  し尿の汲み取り料金については、これまで、同組合

でし尿汲み取り料金検討委員会を設置し、改定につい

て審議のうえ決定していましたが、同組合の解散後の

料金は、「能代市し尿処理料金改定に係る市の意見提

出等に関する要綱」に基づき、改定作業を進めていくこ

ととなっています。 

  現在、業者から提出された書類等について精査して

おり、今後は、環境審議会での審議を経て来年度以降

の汲み取り料金が改定される予定になっています。  
  し尿汲み取り業の現況ですが、能代地域において

は、許可業者が株式会社能代清掃センターで、中央衛

生処理場に運び、二ツ井地域においては、有限会社

鷹阿二清掃興業が米代流域衛生センターに運んでい

ます。令和２年度からは、能代地域に加え、新たに二ツ

井地域も中央衛生処理場に運ぶことになります。  
  し尿汲み取り料金の改定状況ですが、能代地域・二

ツ井地域とも３年ごとの見直しとなっています。能代地

域は平成３０年１０月に料金改定を行なっており、現行

料金は１,７９１円、二ツ井地域の料金は、２８年１１月に

１,２９６円で据え置きになっており、今回、その料金の改

定のために、書類等の精査をしている段階です。 

  なお、金額は１８０リットルあたり税抜きの単価となって

います。 

報告事項１．二ツ井地域のし尿汲み取り料金 

                  の改正について 

報告事項２．二ツ井町納税貯蓄組合補助金 

                 の廃止について 

【市側説明】 
  納税貯蓄組合に対する補助金については、二ツ井地

域の組合に限定し、合併後も補助を行なってきました

が、納税環境は補助が始まった当時に比べ、口座振替

やコンビニ収納、年金からの特別徴収等、現在は充実し

てきていること、この補助金は二ツ井地域に限定してい

ること等から、能代市納税貯蓄組合連合会役員の皆さま

のご意見を伺いながら見直しの検討を重ねてきた結果、

今年度で廃止することとしました。 

  この方針については、６月２６日に開催された納税貯

蓄組合連合会定時総会で説明し、各組合の皆さまから

ご理解をいただきました。 

  今後、納付方法等変更する組合もあると思うので、口

座振替の手続等について丁寧に説明させていただきた

いと考えています。 

 

 

【主な質疑】 
Ｑ．現在の組合数と補助総額はどのくらいなのか。 
 
Ａ．組合数は年々減ってきており、廃止の一因でもありま 

  す。ちなみに、平成19年３月末時点での組合数は、能 

  代地域が117、二ツ井地域が53の計170組合でした 

  が、31年４月末現在では、能代地域が８、二ツ井地域 

  が29の計37組合となっています。補助金の交付額は、 

  組合員数かける600円、前年度納付枚数かける80円 

  という算出基礎により算出しており、今年度の予算総 

  額は128万７千円となっています。 

 

【主な質疑】 
Ｑ．本日の説明は、能代地域の現行料金に近づけていこう 

      という話しではなく、二ツ井地域の現行料金と能代地 

      域の料金とは別の考えだと、決して一緒にしようとい 

      う話ではないという説明だと理解してよいか。 
 
Ａ。そうです。能代地域、二ツ井地域とも事業者の形態も 

  違っており、あくまでも料金は、二ツ井は二ツ井でと 

  いうことで今、精査している段階です。 

 



　

【発行】 二ツ井地域局 総務企画課 

           能代市二ツ井町字上台１－１  
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                 FAX 0185-73-5224  

【市側説明】 
  地域自治区は、能代市と二ツ井町の合併に際し、市

町村の合併の特例に関する法律に基づいて設置された

ものです。設置期間は平成１８年３月２１日から平成２８

年３月３１日、平成２７年度末までとなっていましたが、新

市建設計画の延長に合わせ、また、本地域協議会から

の要望等を踏まえながら、現在は、平成３３年３月末、令

和２年度末までを設置期間と定めています。 

  市では、今後の地域自治区の設置期限を見据えた対

応等を検討するため、令和元年５月１６日に地域自治区

に関する庁内検討会議を設置しました。 

  同組織は副市長を会長とし、部長級職員と二ツ井地

域局職員で構成しています。なお、実際の検討に関して

は、地域自治区に関する庁内検討会議の中の作業部

会において、課題等を把握のうえ検討を進めていきま

す。 

  今後、地域自治区の方向性等については、地域協議

会や議会の意見等を踏まえながら総合的に検討してい

きたいと考えています。   

 

【第7次地域協議会委員】・・・五十音順 

  大 高 洋 子 ・ 菊 池 敏 幸 ・ 工 藤 正 志 ・ 斉 藤 陽 悦 ・ 佐 藤   力   

  簾 内 忠 美 ・ 高 橋 伸 子 ・ 田中真理子 ・ 成 田 弘 子 ・ 野 呂   昇    

  畠 山 一 昭 ・ 畠 山 博 嗣 ・ 畠山美紀子 ・ 松 嶋 俊 一 ・ 山 谷 清 貴 

【市側説明】 

①特別職非常勤職員としての行政協力員と町内会 

  長の廃止について 
  平成２９年に地方公務員法及び地方自治法が改正さ

れ、特別職は専門的な知識･経験等に基づき助言・調

査・診断等を行なう者に厳格化され、令和2年度から行

政協力員及び町内会長は特別職非常勤職員の対象外

となります。そのため、特別職非常勤職員としての行政

協力員と町内会長を廃止します。 

  なお、現在お支払いしている報酬についても、来年

度から廃止となります。また、これまで能代地域におい

て行政協力員の皆さまが担われていた自治会と行政を

つなぐ役割については自治会長に、また、二ツ井地域

においては引き続き町内会長さんにお願いしたいと考

えています。 
 
②自治会・町内会に対する支援制度の見直し（制度 

   の統一化）について 
  平成１８年の合併協議による能代地域の自治会と二

ツ井地域の町内会の活動に対する支援内容が異なっ

ています。この機会に活動支援費を統一し、継続して

支援できるよう予算等を考慮して、均等割と世帯割での

交付を検討することとしています。  
③能代地域での広報紙配布方法の見直しについて 

  能代地域における広報紙配布等の情報伝達は、こ

れまで行政協力員の皆さまにお願いしていましたが、そ

れぞれの自治会の事情に応じて柔軟に対応していただ

くこととし、迅速かつ確実に世帯に配布していただく必

要があると考えているため、今後、自治会等に対する委

託契約を検討したいと考えています。なお、二ツ井地域

については、今までどおり、引き続き広報配布人に委託

する方針です。 
 
  今年度中に見直し作業を進め、来年度からは能代地

域、二ツ井地域共通の制度内容で実施していきたいと

考えており、ご理解とご協力をお願いいたします。 

報告事項３．行政協力員・町内会長の特別職 

        非常勤職員の廃止及び 自治会・ 

      町内会の支援制度の統一について 

報告事項４．地域自治区に関する 

                  庁内検討会議の設置について 

【主な意見・要望】 
 ★  制度の見直しは、やむを得ないといえばやむを得ない 

  が、二ツ井の町内会に来るいろんな連絡事項等は非常 

  に多い。能代地区も多いとは思うが、こうした中で、 

  町内会への支援制度を能代地域に合わせるというので 

      あれば、二ツ井地域の町内会活動への支援は今よりマ 

      イナスになると私は思う。マイナスにならないような 

      努力をしてもらいたい。 
  
 ★  一点要望しておきたい。理由はそれぞれあると思うが、 

  特に、町内会長らが難儀していると思うのは各種募金。 

  強制ではないとはいいながら半強制的な、個別訪問を 

  やって徴収していくというような内容はいかがなもの 

  かと思う。考慮いただきたい。 

○今後の進め方等を確認･･･市（庁内検討会議）と 

 地域協議会、双方の検討内容等を持ち寄り協議へ 
 

 地域協議会では、昨年８月から自主研修として地

域自治区の設置期限を見据えた検討を開始し、地域

自治区設置の法的根拠や全国の類似団体の動向等を

学びながら、委員間の意見交換を重ねてきました。 

 今回の地域協議会では、これまでの検討内容や委

員の皆さんから出された疑問・質問及び意見・要望

等をまとめた資料を提出し、庁内検討会議の検討材

料としていただくよう要請するとともに、今後、あ

る程度検討が進んだ段階で、双方の検討内容等を持

ち寄り、具体的な協議を進めていくこととしました。 


